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静岡県消費者教育推進計画に係る県民意見への対応について 

（県民生活局県民生活課） 
１ 要旨 

 第２次静岡県消費者教育推進計画案について、平成 29 年 12 月 18 日から平成 30 年１月

19 日まで県民意見提出手続（パブリックコメント）を実施した結果、下記のとおり 12 件

の意見があったので、うち４件について原案を修正する他、字句修正を加え決定する。 

 

２ 概要 

 (1) 名   称 第２次静岡県消費者教育推進計画 

 (2) 計 画 期 間 平成 30 年度から４年間 

 (3) 計画の目標 「自ら学び自立し行動する消費者」の育成 

 

３ 提出のあった意見 

３団体より 12 意見の提出があった。 

項目 意見 意見に対する県の考え方 

ふじのくにユニバーサルデザイン行

動計画（案）には「消費者教育を推進

することにより、自分のことだけでな

く、社会や環境への影響を考えてより

よいモノを選ぶ消費者の育成を図り

ます（くらし・環境部）」との記載が

あるため、消費者教育推進計画におい

ても「ユニバーサルデザインへの理解

と行動」などの一文をいれることが必

要。 

御意見を踏まえ、消費者教育推進計画にお

いても、「ユニバーサルデザインの理解促

進」を追記します。 

 

※ 推進計画 16 ページ 

「１ 消費者市民社会の理念の普及 

（１）多様な場における消費者市民社会の

理念の普及 イ 学校や地域における関

連教育の推進」の具体的な取組 

<追加> 

「・ユニバーサルデザインの理解促進（県

民生活課）」 

※ 推進計画 33 ページ 

「付属資料、『施策一覧』」 

<追加> 

「ユニバーサルデザイン出前講座の実施」 

（平成 28 年度実績値 30 回、目標値毎年度

30 回） 

第４章 

具体的な施策

の展開 

 

消費者団体と連携した消費者学習支

援の推進（県民生活課）とは具体的に

どんなことを想定されているのか。 

「消費者教育に関する施策一覧」に、当該

取組に対応する業務指標として地域消費

生活講座の受講者数を記載しています。 
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項目 意見 意見に対する県の考え方 

学習指導要領に沿った学校における

消費者教育の実践（義務教育課、高校

教育課）は当然なのであって、推進計

画である以上、「実践」ではなく、「推

進」、「充実」させていくという文言が

適切である。 

高校教育では、公民科、家庭科及び商業科

の教育課程研究委員会等で、消費者教育充

実のための研究を行っていきます。また、

学校での授業においては、消費者教育のリ

ーフレット等、県からの資料の活用を推奨

することで、消費者教育の「充実」を図っ

ていくことから、御意見を踏まえ、「実践」

を「充実」に修正します。 
 
※ 推進計画 16 ページ 

「１ 消費者市民社会の理念の普及 （１）

多様な場における消費者市民社会の理念の

普及 ア 学校、地域、家庭、職域におけ

る消費者教育の推進」の具体的な取組 

<修正前> 

「～消費者教育の実践」 

<修正後> 

「～消費者教育の充実」 

付属資料、「施策一覧」 

 

※ 推進計画 33 ページ 

「付属資料、『施策一覧』」 

<修正前> 

「～消費者教育の実践」 

<修正後> 

「～消費者教育の充実」 

付属資料、「施策一覧」 

第４章 

具体的な施策

の展開 

 

学校における消費者教育を推進する

ための中心となる家庭科は、県内で免

許外教員が 100 名ほど授業を行って

おり、全国的にも免外が多い県として

知られ、大きな問題となっている。こ

の免外教員が多いことも考慮して、免

外教員でも消費者教育が授業で実践

できるためにはどうすれば良いのか、

具体的に検討していくという方策を

考える必要がある。 
 

教育委員会と連携して、免許外教員だけで

はなく、若手教員や小学校教員の社会や技

術・家庭科専門外等、幅広い層の教員に教

員向け消費者教育講座や消費者教育講師

派遣事業等の活用を促すことで、消費者教

育の授業改善につなげていきたいと考え

ます。 
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項目 意見 意見に対する県の考え方 

「消費者教育講師フォローアップ研

修」の実施について、より充実させて

いくことが肝要である。また充実させ

ていく手段として、講師のランクを示

す段や級を作り、それぞれのランクに

あう講座を実施し、受講者のモチベー

ションを高めるような工夫も考えら

れる。人数は少数でも、講師能力の高

い人材を一人でも二人でも増やすこ

とが重要である。 

能力の高い人材を育成していくことは必

要な取組であるため、今後の事業実施にあ

たって参考にさせていただきます。 

第４章 

具体的な施策

の展開 

 

（具体的な取組）に教員研修も挙がっ

ていますが、もっと具体的に踏み込ん

だ記述が求められる。例えば、教員免

許状更新講習の選択科目に毎年、どこ

かの大学で「消費者教育」関連科目を

たててもらい、そこへの支援を行うと

いうのも考えられる。そこで、「時代

の変化とニーズに合わせた、きめの細

かい教員研修の実施を推進します」と

いう記載を入れてはどうか。 

時代のニーズに合わせた教員研修につい

ては、現状においても、スマートフォン利

用の低年齢化が進んでいることから、小中

学校教員向けには情報モラル教育研修が

行われていますが、いただいた御意見を踏

まえ、記載を修正します。 

 

※ 推進計画 18 ページ 

「２ 消費者教育の担い手となる人材の

育成 （１）消費者教育の担い手のスキル

アップ支援 イ 教員のスキルアップ支

援」 

 <修正前> 

 「～情報モラルの指導についての研修を

開催します。」 

 <修正後> 

 「～情報モラルの指導についての研修を

開催する等、時代の変化とニーズに合わせ

たきめの細かい教員研修の実施を推進し

ます。」 
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項目 意見 意見に対する県の考え方 

コラムに消費者教育コーディネータ

ーが挙がっていますが、県がこのこと

について、どのような方針をもってい

るのかが、よくわからない。本文中で

の記載を期待する。 

消費者教育コーディネーターは、学校にお

ける消費者教育を推進するために必要で

すが、有効に機能するためには市町等限ら

れたエリアでの活動が望ましいと思われ

ます。県としては、県民生活センターを拠

点に市町のコーディネーターのネットワ

ーク化等、その活動を支援していくととも

に、消費者教育講師を対象とした研修等に

より、コーディネーターになりうる人材を

育成していきます。 

指標として上げられている、消費生活

相談における被害額について、県民セ

ンターの金額だけでなく、県全体の被

害金額を掲載してはどうか。県単独で

の被害額が下がって、県内市町の被害

額が上がっても、県の推進計画では問

題にならないことになり、県全体を把

握すべき県の計画としては違和感が

ある。県全体の被害額が下がれば、そ

れは県の市町に対する支援などの効

果があがっているということになる。 

本計画は県として実施する施策に関する基

本計画であるため、県が実施する施策による

効果を目標値に設定すべきと考えることか

ら、代表指標としては県民生活センターのみ

で集計した被害額を採用したいと考えていま

す。 

なお、県としては市町も含めた県全体の被害

が減少していくことが、望ましいことだと考え

ておりますので、市町を含めた県全体の被害

額についても集計しており、引き続き、県全

体の被害額も少なくなるよう、努めて参りたい

と思います。 

第４章 

具体的な施策

の展開 

 

東部地域においては沼津市、富士市、

三島市において消費者教育推進計画

が策定、沼津市、富士市において消費

者教育推進協議会が設置され、本年度

中にはさらに御殿場市、富士宮市にお

いて計画が策定される予定と聞いて

いる。 
しかしながら、他の市町は人口規模が

小さく、消費者行政の体制も十分とは

いえないことから、今後、この地域に

おける計画の策定や協議会の設置は

なかなか難しいのではないかと感じ

ている。 
こうした状況を踏まえて、東部地域の

消費者教育をどのように進めていく

かが課題であると認識しています。 
 

県内３地域のうち、消費者教育推進計画の

策定、地域協議会の設置をしている市町は

東部が最も多くなっていますが、いただい

た御意見を踏まえ、地域における課題の

「（ア）東部地域」に文章を追記します。 

 

※ 推進計画 26 ページ 

「４ 地域における消費者教育の推進 

（２）地域の課題への対応 イ 地域にお

ける課題 （ア）東部地域」 

<追記> 

「既に沼津市、富士市、三島市において消

費者教育推進計画が策定、沼津市、富士市

において消費者教育推進協議会が設置さ

れていますが、今後は残りの市町の実情に

応じ、消費者教育を体系的に推進していく

必要があります。」 
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項目 意見 意見に対する県の考え方 

第５章 

計画の実効性

の確保 

評価の公表にあたっては、HP でも「評

価の内容」だけでなく、行政への住民

や企業等の参加状況等「具体的な数値

の表示等」で「見える化」していただ

きたい。 

施策の柱ごとに指標と目標値を設定して

おり、進捗状況については HP で公表する

予定です。また「第４章 具体的な施策の

展開」の小柱ごとに記載している「（具体

的な取組）」についても、計画の付属資料

として添付している「消費者教育に関する

施策一覧」に掲載されている業務指標と目

標値により、進捗状況を評価し、HP で公

表していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

計画全体 第 2 次の推進計画であるため、講座を

やるという記述ではなく、こういう内

容の講座をやる、充実させるという記

述にしてほしい。その講座を受講する

と、何が身につくのか／身につかない

のかも不明である。 
例えば、ア 22 ページの「地域や～教

育の実施（具体的な取組）」では、金銭、

租税があがっていますが、消費者教育

という視点から見て、何が具体的に身

につくのかが明確とは言えない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本計画では、「消費者教育推進の基本的な

方向」で「イメージマップにより目的と対

象を確認し、効果的かつ体系的に進めてい

く」こととしています。身につける内容に

ついても、イメージマップに準拠したもの

となります。金銭教育や租税教育は、イメ

ージマップの重点領域にある「生活を設

計・管理する能力」になります。 
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項目 意見 意見に対する県の考え方 

計画全体 基本計画と消費者教育推進計画を並べ

てみますと、推進計画を基本計画に入

れ込む形でも特に問題がないように感

じられる。なぜ分ける必要があるのか、

そのあたりについても今後、検討して

いただきたい。 

消費者行政推進基本計画は静岡県消費生

活条例に基づき策定され、一方で消費者教

育推進計画は消費者教育推進法を根拠に

策定しています。また、消費者教育推進法

第５条において、「地方公共団体の区域の

社会的、経済的状況に応じた施策を策定

し、及び実施する責務を有する」と規定さ

れていることから、消費者行政推進基本計

画においても、「第３章 消費者施策の展

開の方向」の一つ目の柱である「自ら学び

自立し行動する消費者の育成」において

も、「重点的に取り組む事項」とし、他の

消費者行政とは別に、具体的なアクション

プランとして作成しました。 

その他、基本計画の進捗状況等について

は、消費生活審議会で審議を行いますが、

基本計画の内容は幅が広く、一本化した場

合、消費者教育の推進について十分な検討

を行うことが難しいことから、「ふじのく

に消費者教育推進県域協議会」で検討する

ことが望ましいと考えております。 

 


